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新型コロナワクチン接種の進捗状況等について 

 

                                     保健総務課 

 

１ 高齢者施設関係（4/12から訪問接種実施中） 

  ４月までワクチンの供給量が限定されていたため、高齢者の中で優先順位付けを行い、施設内 

におけるクラスター予防の観点から入居者及び施設従事者に対し、訪問接種を実施している。 

（１）接種実績（5/24現在） 

対象施設数（対象者） 接種区分 接種済回数 合計 

226施設（約 1万 2千人） 

うち施設従事者（約 5 千人） 

１回目 7,194回 
7,778回 

２回目 584回 

  ※老健・特養系：５月末で 95％が１回目完了。６月中には全員２回目が完了。 

  ※有料ホーム系：５月末で 60％が１回目完了。７月中には全員２回目が完了。 

 

２ 高齢者施設等に入居していない６５歳以上 

（１）接種スケジュール 

年齢 予約開始日 接種開始日 

７５歳以上 ５月１７日（月） 
５月２６日（水） 

６５～７４歳 ５月２０日（木） 

 

（２）先行予約（７５歳以上）に伴う周知 

   ・対象者全員にはがき送付、毎戸回覧 

・周知依頼…自治会長、民生委員、保健推進委員、老人クラブ、JA、郵便局等 

 

（３）予約の状況（5/24 17時現在） 

予約状況 

予約件数 予約人数 

130,444件 74,555人 

 

予約枠 予約数 予約枠残数 予約率 

142,128件 130,444件 11,684件 91.8％ 

 

 

 

   ※訪問接種対象の高齢者施設入居者（約 7千人）を含めると、予約率 79.4％ 

 

 

対象者数 予約人数 未予約者人数 予約率 

95,765人 74,555人 21,210人 77.9％ 
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（４）今後の対応 

   ①予約枠の拡充 

    → 医療機関毎の予約枠の拡充を随時実施 

 【周知方法】予約サイト、市ホームページ、SNS等 

   ②８月分予約枠の公開 

  → ６月２０日頃に公開日を周知 

 【周知方法】市ホームページ、SNS、新聞広告、広報まえばし７月号等 

 

（５）接種完了時期 

   〇６５歳以上の高齢者 ⇒ ７月中に概ね完了する見込み。 

    ※国が示す接種完了時期とは、実施計画において、各自治体が定めた目標値を概ね達 

成できると見込まれる時期を指す 

→ 本市の予防接種実施計画において、対象人口の約８割を目標としている。 

   〇６４歳未満の方 ⇒ 可能な限り接種の空白期間が生じないよう、高齢者の接種状況と今 

後の接種体制を勘案しながら、接種スケジュールを市医師会と共に 

検討していく予定。 

 

（６）インターネット予約サポート 

①市有施設における支援状況（5/24 17時現在） 

№ サポート会場 来場者数  № サポート会場 来場者数 

1 大胡支所 800人 10 東市民 SC 861人 

2 宮城支所 579人 11 元総社市民 SC 578人 

3 粕川支所 625人 12 総社市民 SC 488人 

4 富士見支所 942人 13 南橘市民 SC 938人 

5 城南支所 524人 14 清里市民 SC 200人 

6 上川淵市民 SC 1,284人 15 永明市民 SC 639人 

7 下川淵市民 SC 400人 16 K’BIX元気２１前橋 1,218人 

8 芳賀市民 SC 537人 17 市役所本庁１階ロビー 2,581人 

9 桂萱市民 SC 819人 合  計 14,013人 

②各自治会における予約支援状況 

    各自治会や老人会、地域の集まり等の中で、市貸与のタブレット等を利用して、それぞれ 

の工夫と様々な形により、住民のワクチン接種予約の支援が行われた。 

 

（７）その他 

   ・５月２５日（火）までの予約相談（17か所）窓口について、２６日（水）以降も規模 

を縮小し、一定期間継続して支援を実施。 

【周知方法】広報まえばし６月号等 
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３ 残余ワクチンの有効活用 

（１）目的 

   ・当日キャンセル等によって生じる残余ワクチンの廃棄を防ぐ。 

 

（２）取組概要 

   ・市民生活を維持する上で必要不可欠な業務に従事する方等を登録し、市が医療機 

関からの依頼を受け、接種者の調整を行う。 

 

（３）登録対象 

   （条件）・ワクチン接種を自らの意思で希望していること。 

       ・ワクチン接種にかかる連絡があったときは、すみやかに医療機関に行くことがで 

きること。 

       ・ワクチン接種を受ける医療機関は選択できないこと。 

       ・接種の間隔が、標準的期間より長くなる場合があること。 

   （職種）・福祉関係施設従事者関係 

        → 居宅系介護事業従事者（訪問介護・通所介護など） 

        → 障がい者施設従事者 

        → 保育所、保育園、児童クラブ従事者 

         など 

       ・感染症対策等に従事する市職員 

        → 集団接種従事者 

        → 予防接種事業従事者 

      ※今後検討が必要な職種 

        → 公共交通機関従事者（バス・タクシー運転手など） 

         など 

 

（４）実施方法 

    ・具体的な実施手順等について、現在関係各課等と調整中。 


